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Ⅰ．２０１８春闘を取り巻く情勢
１．国内外の情勢

　⑴�　国際通貨基金（ＩＭＦ）は２０１７年１０月に世界経済の見通しについて公表し、「経済活動の世界

的上昇は強まっている」とし、成長率を２０１７年は３．６％、２０１８年は３．７％へ上昇すると上方修正し

た。トランプ米大統領の経済政策の不透明感、イギリスのＥＵ離脱に伴う混乱、先進諸国の賃金

の停滞など懸念すべき点はあるものの、緩やかな成長を見込んでいる。

　⑵�　また、日銀は２０１７年１０月に「経済・物価の展望」を発表し、海外経済が緩やかな成長を続ける

もとで、２０１８年度までの期間を展望すると「国内需要は、きわめて緩和的な金融環境や政府の大

型経済対策による財政支出を背景に、企業・家計の両部門で所得から支出への前向きな循環が続

き、増加基調をたどる」と予測している。２０１９年度については、「下期には消費税の引き上げに

よる内需の減速が見込まれ、成長ペースが鈍化するものの、外需に支えられ、景気拡大が続く」

と予測している。

　⑶�　２０１７年１１月の全国の完全失業率は２．７％、有効求人倍率は１．５６倍で、労働力需給は非常に逼迫

し、日銀短観の雇用人員判断ＤＩも人手不足感が強まってきている。厚生労働省「賃金構造基本

統計調査」から個別賃金水準の動向をみると、１９９７年の水準には到達していないものの、労働力

需給の逼迫を反映して、短時間労働者の賃金の伸びは一般労働者を上回っており、平均募集時給

も増加傾向が続いている。

　⑷�　民間企業の現金・預貯金額は、１９９７年度の１３５兆円から増加を続け、２０１６年度には２１１兆円にま

で膨れ上がっている。一方、労働分配率は１９９７年度の６６．３％から２０１５年度５８．７％と下落が続き、

勤労者世帯の実収入はこの間ほぼ横ばいで推移している。このような状況から政府与党内にも積

み上がる内部留保への課税論がくすぶっている。

　⑸�　２０１８年度税制改正では、賃上げや設備投資などに取り組む企業の法人税の引き下げが閣議決定

されたが、中小企業が９９％以上を占め、法人税を納めている企業が３６％程度といった状況からみ

れば、大企業優遇の税制措置であり効果の広がりは限定されている。

　⑹�　このような中、経団連は２０１８春季生活闘争の経営側方針（経営労働政策特別委員会報告）にお

いて、月例賃金の３％引き上げが明記されたものの、「前向きな検討」に留まっている。　

２．県内の経済・雇用情勢

　⑴�　県内の経済概況（１２月１５日・日銀山形事務所）は、「景気は緩やかに拡大している。」としてお

り、公共投資は弱めの動きとなっているほか、設備投資は増加している。また、個人消費は、底

堅く推移しており、住宅投資は一進一退の状況にある。生産は緩やかに増加しており、雇用・所

得環境は着実に改善している。消費者物価（生鮮食品を除く総合）は前年を上回っている。

　⑵�　県内企業の業況（１１月調査・フィデア総合研究所）は、自社の業況判断を示す「自社の業況Ｄ

Ｉ値※1（前年同期比）」は３．３で、８月調査より１．１ポイント下落したものの、引き続きプラスで推

移している。項目別では「人員・人手」が上昇し、「売上高」「営業利益」「資金繰り」が下降し

ている。特に「人員・人手」は７期連続の上昇で、労働力の不足感が一層増している状況が浮き

※１�　自社の業況ＤＩ値とは「１．良い」と回答した企業の割合から「３．悪い」と回答した企業の割合を差し引い
た値　
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彫りになっている。

　⑶�　県内雇用情勢（１２月２６日・山形労働局）については、１１月の有効求人倍率は１．６６倍と前月比

０．０６ポイント上回り、２か月ぶりに上昇した。原数値（パートタイム含む全数）は、１．６８倍とな

り、前年同月を０．３１ポイント上回り、２２か月連続して前年同月を上回った。また正社員の有効求

人倍率も１．０７倍と前年同月比で０．２２ポイント上回り、過去最高値を更新している。

　　�　高水準の求人倍率については、人口減少、超少子高齢化による労働力人口の減少が進む中で、

団塊世代後の人員確保をしないと技術継承ばかりか、企業の維持発展、持続可能性も難しくなる

といった逼迫した状況があると判断している。

　⑷�　こうした経済・雇用情勢の中で、山形県は２０１７年４月、雇用対策課内に全国初となる「正社員

化・働き方改革推進室」を設置し、非正規雇用労働者の正社員化の促進と県内労働者の所得向上

に取り組んでいる。その具体策として非正規雇用労働者の正社員化を図る「正社員化促進事業奨

励金」と非正規雇用労働者の所得向上を図る「所得向上促進事業奨励金」を創設し、全国に先駆

け事業を展開している。

　⑸�　このように、２０１８春季生活闘争では、５年連続となる月例賃金の引き上げ要求を継続し、「経

済の自立的成長」「経済の好循環の実現」という社会的目標を達成しなければならない。また、

働く者のモチベーションを維持・向上させていくためには「人への投資」が不可欠であり、すべ

ての労使が社会的役割と責任を意識して労働諸条件の改善を図ることが必要である。

　⑹�　連合山形・構成組織・単組・連合地協は一致団結して社会の不条理や格差の拡大を許さず、正

規・非正規・組織・未組織を問わず、すべての働く者・国民・県民の生活の底上げを図るため、『す

べての労働者の立場にたって働き方を見直そう！「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソ

コアゲ！』をスローガンに掲げ、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて果敢に闘うこ

ととする。

Ⅱ．春季生活闘争の取り組み
１．２０１８春季生活闘争の取り組み

　⑴�　２０１７春季生活闘争は、月例賃金の引き上げにこだわった取り組みを進めてきた。妥結につい

ては、２０１６春季生活闘争よりも引上げ額では３８７円、率にして０．１４ポイント上回る結果となった。

３００人以上の組合の引き上げ額が昨年と比べ６２６円、率にして０．２２ポイント上回ったものの、３００

人未満の組合は昨年に比べ４８円、率にして０．０３ポイント下回る結果となった。

　　�　妥結結果の４，１０９円は、多くの組合が要求の前進的決着が図られたものと判断するが、賃金の

加重平均が賃金カーブ維持分の４，５００円を下回っているのに加え、３００人未満の妥結状況が昨年度

を４８円下回ったことは「底上げ・底支え」「格差是正」の目標まで至らず、課題を残した。

　⑵�　２０１８春季生活闘争では、県内経済の緩やかな回復傾向が継続していることから、引き続き月例

賃金の引き上げにこだわり、大企業と中小企業などの「格差是正」を強く主張し、満額獲得に向

け取り組んでいく。

　⑶�　長時間労働是正に向け、労働基準法改正が行われることを踏まえた３６協定締結や、若者の県外

流出に歯止めをかけるための高卒初任給の引き上げなど、重点的に取り組んでいく。

　⑷�　非正規労働者への取り組みについては、雇用形態間格差の是正に向けた山形県最低賃金引き上

げや、企業内最低賃金の引き上げ、無期転換ルール（労働契約法１８条）への対応について取り組

んでいく。
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　⑸�　組織化は労使交渉の大前提であり、春季生活闘争がめざす「底上げ・底支え」「格差是正」の

実現には不可欠であることから、組織拡大を強化していく。

２．地域ミニマムの取り組み

　地域間や企業間の格差是正と県内賃金水準の底上げをはかり、低賃金県からの脱却をはかるために、

最低基準（ミニマム）を設定し、広く県内の経営者や未組織労働者へ訴えていく。

【ミニマム設定額の推移】

年齢 ２０１８年設定額 ２０１７年設定額 ２０１６年設定額 ２０１５年設定額 ２０１４年設定額

１８歳 １４５，９００ １４３，３００ １４７，３００ １４４，５００ １４７，０００

２０歳 １５２，４００ １４９，６００ １５０，９００ １４９，０００ １５０，３００

２５歳 １６６，８００ １６４，０００ １６３，０００ １６２，４００ １６１，６００

２７歳 １７２，０００ １６９，３００ １６８，８００ １６８，５００ １６７，２００

３０歳 １７９，１００ １７６，７００ １７８，０００ １７７，８００ １７６，１００

３５歳 １８９，８００ １８７，８００ １９３，８００ １９２，６００ １９１，２００

４０歳 １９９，８００ １９７，６００ ２０８，４００ ２０４，８００ ２０５，１００

４５歳 ２０９，６００ ２０６，１００ ２１９，８００ ２１２，０００ ２１５，５００

Ⅲ．具体的な取り組み
１．「底上げ・底支え」「格差是正」にこだわった月例賃金の引き上げについて

　⑴�　中小企業労働者や非正規労働者の処遇改善のために「大手追従・準拠などの構造を転換する運

動」「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な配分」の流れを継続・定着・前進さ

せる取り組みを進める。

　⑵�　構成組織は、あらゆる手段を用いて「底上げ・底支え」「格差是正」の実現に取り組むととも

に従来以上に加盟組合への指導を強化し、賃上げの流れを確実なものとする。

２０１８年「地域ミニマム」額設定の考え方

　２０１７年秋に実施した連合山形加盟中小組合員の賃金実態調査に基づき、２０１８年「地域ミニマム」

設定額を以下のとおり設定する。

①�　調査結果、賃金特性値を考慮し、１８歳、２０歳、２５歳、２７歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５歳の８ポ

イント別に設定する。

②　設定の基礎ベースを全産業男女計とし、第１十分位の第３次回帰値とする。

③�　ミニマム設定額については、２０１８年４月度からとし、明年３月末までの期間に、それぞれの

年齢の額に達することとする。

④　２０１８年「地域ミニマム」設定額（案）

年齢 平均
第１
十分位

第３次
回帰（Ａ）

賃上げ
率（Ｂ）

年齢
比率

Ａ×（１＋
Ｂ／１００）

ミニマム
額

１歳当り
上 昇 額

１８歳 １５３，４００ １４４，９００ １４４，０００ １．３１％ ７７％ １４５，８８６ １４５，９００

２０歳 １５９，１００ １４６，０００ １５０，３００ １．３８％ ８１％ １５２，３７４ １５２，４００ ３，２５０

２５歳 １８７，２００ １６３，７００ １６４，３００ １．５０％ ８８％ １６６，７６５ １６６，８００ ２，８８０

２７歳 １９８，３００ １７４，５００ １６９，３００ １．５５％ ９１％ １７１，９２４ １７２，０００ ２，６００

３０歳 ２１４，１００ １７３，１００ １７６，２００ １．６０％ ９４％ １７９，０１９ １７９，１００ ２，３６７

３５歳 ２３８，２００ １８８，７００ １８６，６００ １．７０％ １００％ １８９，７７２ １８９，８００ ２，１４０

４０歳 ２５１，９００ ２０６，６００ １９６，２００ １．７９％ １０５％ １９９，７１２ １９９，８００ ２，０００

４５歳 ２７０，８００ ２１１，５００ ２０５，７００ １．８７％ １１０％ ２０９，５４７ ２０９，６００ １，９６０
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　⑶　賃上げ要求は、連合加盟組合平均賃金との格差の拡大を解消する水準額を設定する。

　　�　すなわち、連合山形加盟組合平均賃金額２４６，８６３円の２％は４，９３７円であり、連合本部賃上げ水

準目標が６，０００円であることから、格差是正分として差額の１，０６３円を上乗せした金額６，０００円を

賃上げ水準目標とする。

賃金カーブ維持分　＋　賃金改善分６，０００円以上

　　　賃金カーブ維持分の算定が可能な組合は、その維持原資を労使で確認する。

　　�　賃金カーブ維持分の算定が困難な組合は、賃金カーブ維持相当分を４，２００円※とし、４，２００円＋
賃金改善分６，０００円の１０，２００円以上を要求する。

　　連合山形の標準到達目標　　　　　（参考）

　　【考え方】　２０１７年連合山形中小組合賃金実態調査による第９十分位３次回帰値をもとに算出する。

　　連合山形の最低到達目標　　　　　（参考）

　　【考え方】　２０１７年連合山形中小組合賃金実態調査による中位３次回帰値をもとに算出する。

※４，２００円の考え方

　２０１7年連合山形中小組合賃金実態調査（全産業・男女計）中位数の１８歳から４５歳

の１歳間の平均間差額は、４，２００円である。

　　　　（２６7，８００円 － １５５，０００円）÷ ２7 ≒ ４，２００円

　　　　 ４５歳中位数　　１８歳中位数

※６，０００円の考え方

　連合加盟組合全体平均賃金水準の２％相当額との差額を上乗せした金額６,０００円を賃

上げ水準目標とする。

◎内　容

　①連合加盟組合全体平均賃金水準の２％相当額６,０００円

　②連合山形加盟組合平均賃金額２４６，８６３円の２％は４，９３7円

　③賃金改善分・格差是正分として１，０６３円の差額を上乗せする。

全産業

２０歳 １７３，７００

２５歳 ２１６，７００

２７歳 ２３３，０００

３０歳 ２５６，２００

３５歳 ２９１，２００

４０歳 ３２０，６００

４５歳 ３４３，６００

製造業 商業・サービス

２０歳 １７３，６００ １５９，８００

２５歳 ２２０，４００ １８６，０００

２７歳 ２３７，７００ １９８，６００

３０歳 ２６２，０００ ２１８，５００

３５歳 ２９７，６００ ２５１，７００

４０歳 ３２６，６００ ２８０，４００

４５歳 ３４８，４００ ２９９，２００

全産業

２０歳 １７３，７００

２５歳 ２１６，７００

２７歳 ２３３，０００

３０歳 ２５６，２００

３５歳 ２９１，２００

４０歳 ３２０，６００

４５歳 ３４３，６００

製造業 商業・サービス

２０歳 １７３，６００ １５９，８００

２５歳 ２２０，４００ １８６，０００

２７歳 ２３７，７００ １９８，６００

３０歳 ２６２，０００ ２１８，５００

３５歳 ２９７，６００ ２５１，７００

４０歳 ３２６，６００ ２８０，４００

４５歳 ３４８，４００ ２９９，２００
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　⑷�　超少子高齢化・人口減少という構造的問題は深刻な人手不足をもたらしており、中小企業が存

続しその価値を高め続けるためには、「人財」こそが付加価値創造の源泉である。次代を担う若

い人財を県内にとどめるには「人への投資」が不可欠であることから、新規学卒者、とりわけ高

卒初任給の水準の引き上げを強く求める。

１８歳高卒初任給の目標値・・・・１７２，５００円※

　　※�連合「構成組織の賃金・一時金・退職金」調査結果（速報）より、主要組合の高卒初任賃金水準事務・技術
１６７，１７６円と生産１７１，１０９円の平均額に２％上乗せ

２．非正規労働者の労働条件改善等の取り組み

　すべての働く者、とりわけ山形県内雇用労働者の３５．８％※2を占める非正規労働者の労働条件の改善

に重点的に取り組むことが重要である。質・量の側面で正規労働者と同等の仕事を遂行しているにも

かかわらず、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が乏しい、セーフティネットが不十分など

の課題がある。

　こうした課題を克服するため、春季生活闘争を通じて、総合的な労働条件の改善に向けた取り組み

を一層強化する。

　⑴　賃金（時給）の引上げの取り組み

　　【非正規労働者の時間給目標額および引き上げ目標額】

　　　時間あたりの賃金目標値

　　　９５０円［山形県の連合リビングウェイジ額（所定内実労働時間数１６４時間換算）］

　　　すでに９５０円を超えている場合は、３７円※を引き上げる。

　　　※中小の賃上げ水準目標６，０００円を平均所定内実労働時間１６４時間で除した時給

　⑵　最低賃金引上げの取り組み

　　�　山形県の最低賃金は、全国的に見て低いＤランクに位置づけされ、東京など大都市との格差は

拡大している。また、隣県である宮城県や福島県、新潟県よりも最低賃金が低く、労働力の流出

も懸念されることから通年にわたり取り組んでいく。

　　①　非正規労働者を含めた企業内最低賃金の締結

　　②　最低賃金大幅引上げのための署名運動と山形労働局・県議会への要請

　　③　最低賃金大幅引上げと最低賃金法遵守のための街頭行動

　⑶　「同一労働同一賃金」の実現に向けた取り組み

　　�　今後、法改正が行われることを踏まえ、各単組における雇用形態間の不合理な労働条件の点

検・改善に取り組む。

　　①　一時金の支給

　　②　福利厚生全般および安全管理に関する取り組み

　　③　社会保険加入の確認・徹底と加入希望者への対応

　　④　育児・介護休業の取得を正社員と同制度とする取り組み

　　⑤　再雇用者（定年退職者）の処遇改善に関する取り組み

　⑷　有期労働契約から無期労働契約への転換（労働契約法１８条）への取り組み

　　①�　２０１８年４月より労働契約法１８条の無期転換ルールが適用される。非正規労働者の３０％程度が

該当することから、街宣行動などを通じ有期労働者への周知を行う。

※２　資料出所：総務省「就業構造基本調査」（２０１２年調査結果）
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　　②�　無期転換後の処遇改善、違法な雇止めの防止、クーリング期間の悪用防止など、経営経済

団体や山形労働局などに要請する。

　　③　無期労働契約へ転換した労働者の組織化および労働組合加入を促進する。

　⑸　「職場から始めよう運動」の取り組み

　　�　同じ職場で働く仲間の労働条件改善を進めるために、集会やフォーラムなど「職場から始め

よう運動」を展開する。

３．加盟全労働組合要求書提出と賃金制度未整備組合への支援強化

　⑴�　２０１７年の連合山形春闘賃上げ対象組合の要求書提出状況はオルグ活動の強化によって２０１６年

提出組合の１０３組合（１７６組合中）から１３４組合（１７１組合中）に大きく上回ることができた。しかし、

口頭要求が慣例化している組合も散見されるため、中小労働委員会を中心として、各構成組織・

各地域協議会と連携を図りながら、加盟全労働組合の要求書提出に向けたオルグ活動を実施し

ていく。

　⑵�　賃金制度が未整備の組合は、構成組織の指導のもと、制度の確立・整備に向けた取り組みを

強化する。

　⑶�　中小労組の交渉力強化に向けて、賃金制度の整備や賃金実態把握、定期昇給（賃金カーブ維持

分）相当分の労使確認など事前の準備を行ったうえで交渉に臨み、また獲得した賃金改定原資の

各賃金項目への配分等に積極的に関わり、より主体的な取り組みを進めるよう指導・支援を行う。

　⑷�　大手組合がグループ・関連企業の闘争を積極的に支援する。とりわけ人事・賃金制度が構築

されていない単組については、制度確立に向けた労使検討委員会の設置などの要求を検討する

よう指導する。

　⑸�　要求書未提出組合へのオルグについては第１弾として２月中旬～３月上旬にかけて、第２弾

として４月に実施する。

　⑹　要求書提出については２月末日を目途とする。

４．長時間労働是正に向けた働き方の見直し（３６協定締結、有給休暇取得促進など）

　健康で働き続けられる労働時間と過労死ゼロの実現、超少子高齢・人口減少社会が進むわが国の

社会構造を踏まえ、「社会生活の時間」の充実を含めワーク・ライフ・バランス社会の実現をめざす。

とりわけ課題となっている山形県の総実労働時間削減に向けて、労働時間管理の徹底ともに３６協定

締結、年次有給休暇の取得促進に取り組む。

　⑴　３６協定の締結

　　①�　連合山形なんでも労働相談ホットラインにおいて、長時間労働や時間外手当の未払いなど

が多く割合を占めている中、連合が全国の２０歳から６５歳で雇用されている労働者１，０００人にサ

平成２８年毎月勤労統計調査の概要（１月～１２月）　　

１．山形県全労働者の総実労働時間　　１ヶ月平均　　１５３．２時間×１２　　１８３８．４時間

２．うち一般労働者の総実労働時間　　１ヶ月平均　　１６９．７時間×１２　　２０３６．４時間

３．パートタイム労働者の総実労働時間１ヶ月平均　　１００．４時間×１２　　１２０４．８時間

　※全国との格差は１０６．６（全国＝１００）前年に比べ（１０６．４）０．２ポイント拡大した。

� （出所：山形県企画振興部）
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ンプル調査した結果、３６協定を知っていると答えた人が５６．５％と認知率が低い状況にあるこ

とから、街宣行動などを通じて世論喚起をはかる。

　　②�　３６協定が締結されていないまま、時間外労働を命じられている労働者も多くいることから、

県内の全事業者と労働者との間で協定締結がされるよう、経営経済団体や山形労働局への要請

などに取り組む。なお、「月４５時間、年３６０時間以内」を原則に締結し、より長時間労働を抑制

する時間となるよう取り組む。

　⑵　中小企業における月６０時間を超える割増賃金率の５０％以上への引き上げ

　⑶　勤務間インターバル規制（原則１１時間）の導入

　⑷　年次有給休暇の取得促進

　　①�　年休カットゼロに向けて取り組むとともに、労働基準法改正により事業者に年休５日の時季

指定が義務化されることを踏まえ、各単組の労使において有給休暇取得促進に取り組む。

　　②�　有給休暇は一定の期間勤続した労働者が持つ権利であり、基本的には理由の如何を問わず取

得できることから、街宣行動で世論喚起をはかる。

　⑸　長時間労働者への医師の面接指導の徹底

　⑹　「クラシノソコアゲ応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」と連動し、通年での取り組み

５．春季生活闘争を通じた組織拡大の取り組み

　⑴�　未組織の子会社・関連会社、取引先企業などを組織化のターゲットに定め、構成組織は加盟組

合とともに組合づくりを前進させ、同じ産業で働く未組織労働者、未組織企業の組織化に取り組

む。

　⑵�　２０１８春季生活闘争での非正規労働者への取り組みについて、同じ職場で働く未組織労働者に広

く周知し、成果について理解を求め組織化に連動させていく。また、労働組合が労働者にとって

身近なセーフティネットとしての存在であることを、非正規労働者・未組織労働者に訴え、職場

における組織化の取り組みにつなげていく。

６．その他の取り組み

　本方針に記載のない内容についても、本部方針に則り取り組むこととする。

Ⅳ．闘いの進め方
１．闘争体制の確立

　⑴　闘争委員会の設置

　　　１月５日の「第２回執行委員会」で闘争体制を確立する。
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　⑵　闘争委員会の構成

役　職　名 氏名 担当グループ

委 員 長 岡　田　新　一 総括

副 委 員 長 小　口　裕　之 総括補佐（Ｄグループ）

副 委 員 長 水　戸　吉　一 総括補佐（Ｂグループ）

副 委 員 長 角　谷　俊　一 総括補佐（Ｃグループ）

副 委 員 長 井　上　雄　吾 総括補佐（Ａグループ）

副 委 員 長 丹　野　　　忍 総括補佐（Ｃグループ）

副 委 員 長 金　子　　　浩 総括補佐（Ａグループ）

副 委 員 長 伊　藤　幹　男 総括補佐（Ｃグループ）

副 委 員 長 森　　　伊　織 総括補佐（Ｄグループ）

副 委 員 長 伊　藤　　　学 総括補佐（Ｃグループ）

事 務 局 長 設　樂　　　正 総合企画

副事務局長 舘　内　　　悟 総合企画

副事務局長 小　川　修　平 総合企画

副事務局長 柏　木　　　実 総合企画

事 務 局 員 髙　橋　和　美 総合企画

事 務 局 員 鈴　木　正　弘 総合企画

事 務 局 員 草　刈　百　合 総合企画

委　　 員 阿　部　幸　治 Ａグループ

委　　 員 大　山　健　児 Ａグループ

委　　 員 渋　谷　文　男 Ｃグループ

委　　 員 古　川　和　彦 Ｃグループ

委　　 員 佐　藤　修　一 Ａグループ

委　　 員 江　目　かおり Ｃグループ

委　　 員 伊　藤　靖　晃 Ａグループ

委　　 員 大　山　貴　聡 Ｂグループ

委　　 員 中　川　賢　一 Ｂグループ

委　　 員 大　場　　　暁 Ｂグループ

委　　 員 伊　藤　　　功 Ｄグループ

委　　 員 大　西　正　明 Ｄグループ

委　　 員 髙　橋　　　浩 Ｃグループ

委　　 員 佐　藤　　　剛 Ｄグループ

委　　 員 大　類　　　学 Ｄグループ

委　　 員 今　野　朋　明 Ｄグループ

委　　 員 阿　部　智　紀 Ｄグループ

委　　 員 八　鍬　悟　子 Ｃグループ

委　　 員 秋　葉　奈緒子 Ｂグループ

委　　 員 木　口　久仁子 Ｃグループ

委　　 員 荒　井　拓　也 Ｃグループ

委　　 員 本　間　光　祐 Ｄグループ
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　　　グループ別区分

　⑶�　部門別連絡会を設置し、部門ごと産業状況の的確な把握と、要求設定・結果の有効波及をめざ

す。

２．要求書の提出

　　すべての組合は、２月末日を目途に要求書を提出する。

３．闘いの山場の設定

　　第１次回答ゾーン　　　３月１９日（月）～３月２３日（金）

　　第２次回答ゾーン　　　３月２６日（月）～３月３０日（金）

４．要求・回答の結果報告

　　賃上げ、一時金、企業内最賃の要求・妥結状況について、別途依頼の期日まで報告する。

５．具体的な日程など

　⑴　産別懇談会

　　①　日　　時　　　１月１６日（火）１３：３０～　　※日時変更

　　②　場　　所　　　大手門パルズ　

　　③　出 席 者　　　�自動車総連、電機連合、ＵＡゼンセン、ＪＡＭ、交通労連、運輸労連、情報

労連の各代表者

　⑵　県民アピール「ＳＴＯＰ！雇止め・雇用不安　連合労働相談ホットライン」チラシの配布

　　①　配布枚数　　　１３０，０００枚

　　②　配布時期　　　１月３１日（水）まで

　　③　配布方法　　　各地域協議会で行い原則手配りとする。

　　④　地協別配布枚数

　　　　　酒田飽海地協　１５，０００枚　　　北西村山地協　　２０，０００枚

　　　　　鶴岡田川地協　１５，０００枚　　　山 形 地 協　　４５，０００枚

　　　　　新庄最上地協　１５，０００枚　　　置 賜 地 協　　２０，０００枚

　⑶　「連合山形・経済経営団体懇談会」の実施

　　①　日　　時　　　２月１日（木）１５：３０～

　　②　会　　場　　　山形グランドホテル

　　③　出席者　　　連合山形三役および経済経営団体代表者

　⑷　討論集会

　　①　日　　時　　　２月１４日（水）１４：３０～

金　属 Ａグループ

交通・運輸 Ｂグループ

化学・繊維・食品・資源エネルギー

サービス・一般、商業・流通、金融・保険、情報・出版
Ｃグループ

公務（官公部門） Ｄグループ



－10－

　　②　場　　所　　　大手門パルズ　

　⑸　県民アピール「ＳＴＯＰ！雇止め・雇用不安　連合労働相談ホットライン」の実施

　　①　実施時期　　　２月８日（木）～１０日（土）

　　②　設置場所　　　連合山形「事務局」

　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル　０１２０－１５４－０５２

　　③　相談員の配置　連合山形専従役職員および各構成組織からの応援。

　　　　※同期間、連合山形各地域協議会においても実施

　⑹　県内一斉ノー残業ウィーク

　　①　日　　時　　　２月第４週（２月１９日の週）

　　②　ノー残業日の設定と職場点検活動をおこなう。

　⑺　部門連絡会（業種間・産業間）の実施

　　　部門別連絡会の交流会を２月から実施する。

　　　特に「①賃上げ②時短（時間外の割増賃金率）」については共通の課題とする。

　　　部門連絡会は次の４つである。

　　�　①金属グループ、②交通・運輸グループ、③化学・繊維・食品・資源エネルギー・サービス・一般、

商業・流通、金融・保険、情報・出版、④官公労グループ。

　　　〈各部門別連絡会交流会〉

　　　　日　時　　　２月中旬～３月中旬

　　　　もち方　　　部門ごとに企画実施する。

　⑻　連合山形「県都総決起集会」

　　①　日　　時　　　３月１０日（土）１３：００～１６：００

　　②　内　　容　　　デモ行進→総決起集会

　　③　デモ集合　　　第二公園

　　④　集会場所　　　やまぎんホール（県民会館）

　⑼　青年・女性アピール行動

　　①　女　性（女性学習会）

　　　☆日　　時　　　３月１０日（土）

　　　☆場　　所　　　大手門パルズ

　　　☆内　　容　　　学習会とデモ行進

　　②　女　性（国際女性デーキャンペーン）

　　　☆日　　時　　　３月１０日（土）

　　　☆場　　所　　　山形市七日町周辺

　　　☆内　　容　　　バラとチラシ配布

　　③　青　年（青年委員会スプリングアクション）

　　　☆日　　時　　　３月１０日（土）

　　　☆場　　所　　　大手門パルズ

　　　☆内　　容　　　学習会とデモ行進

　⑽　春季生活闘争県内キャンペーン

　　①　内　　容　　　県内各地域協議会へ連合山形役員が出向き、街頭行動を行う。

　　②　時　　期　　　３月上旬～３月下旬
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　⑾　連合山形「地域フォーラム」

　　①　内　　容　　　�地域のあらゆる関係者（経営者団体や大学など）と連携をはかり、春闘の社

会的役割や、地域・中小企業の活性化などについてフォーラ　ムを開催する。

　　②　日　　時　　　５月中旬～５下旬

　　③　場　　所　　　大手門パルズ

　⑿　中小労組支援・激励訪問

　　①　内　　容　　　�中小労組と連合山形・地域協議会の連携を深め、中小労組の運動強化をはか

る。具体的には、「要求書未提出」や「賃金制度未整備」の単組を対象とし

訪問し、状況調査や指導・支援を行う。

　　②　日　　時　　　２月中旬～４月下旬（各単組２回程度訪問）

　⒀　街頭宣伝行動

　　①　日　　時　　　２月６日（火）１２：１０～１２：５０（七日町）

　　　　　　　　　　　３月２８日（水）１２：１０～１２：５０（七日町）

　　　　　　　　　　　４月１３日（金）１２：１０～１２：５０（香澄町）

　　②　内　　容　　　「春季生活闘争の取り組みの周知」「無期転換ルールの適正運用」

　　　　　　　　　　�　「解雇の金銭解決制度導入反対」「春闘中小労組支援」などテーマを掲げ、

街頭にて市民へのアピール行動を行う。

　⒁　各地協の取り組み

　　�　地協の独自性を発揮し、地場中小組合との連携を一層深め支援強化することに留意しながら、

下記のメニューにこだわらず実施する。

　　①　「討論集会」「講演会」「シンポジウム」「学習会」等の開催。

　　　　連合２０１８春季生活闘争方針の理解と、地域課題の確認や地域共闘の理解を深める。

　　②　「街宣行動」の実施

　　　　協力議員団などの参加により、街宣行動で春季生活闘争をアピールする。

　　③　「職場対話交流集会」の実施

　　　　職場執行部との交流対話を実施する。

　　④　「中小労組支援集会」の実施

　　　　４月中旬（第３週）に、中小労組支援の集会を各地協毎に開催する。

　⒂　広報教宣活動の展開

　　①　闘争情報の把握と情報の発行

　　　�　各構成組織・地協は積極的な情報開示に努める。連合山形は新聞やホームページなどを活用

し、ミニマム設定額など情報開示に努める。

　　②　マスメディアの活用や街頭宣伝など

　　　　テレビ、ラジオの活用や街頭行動などによる宣伝を企画していく。


